
講師:大塚保育園 
柴山副園長 

 

講師:金子救急救命士 

講師:こども家庭センター 
岡本センター長 

 

今年行われたミラノ・コルティナ冬季オ
リンピック凄かったですね。特に、若い子
たちの活躍は日本に元気と輝きを与えてく
れました。子どもたちが興味を持ちやって
みたいことに挑戦出来るように親御さんた
ちは頑張ってお仕事されています。ファミ
サポも一緒に子育てを応援していきたいで
す。 
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今年行われたミラノ・コルティナ冬季
オリンピック凄かったですね。日々の努
力にプラス、最後まで諦めない精神力が
如何に大切かを教えられました。子ども
たちが興味を持ちやってみたいことに挑
戦出来るようサポートする親や家族周り
の人たちのサポートも忘れられません。 

皆さんのお子さんの中から未来のオリ
ンピック選手が生まれるかも。楽しみ！ 
 

蒲郡市ファミリー・サポート・センター

新年度、ひとりひとりにとって人生の大切な節目。実り多い新生活が始まりました。 
ファミサポでは、新規のおねがい会員さん、まかせて会員さんを募集しています。特に、援 

助してくださる貴重な「まかせて会員」を確保するために、「蒲郡まつり」や「シニア世代向
け合同企業説明会」などに積極的に出向き会員確保に努めています。 

是非、皆様のお知り合いやご近所の方にもお声かけをしていただき、多くの方たちが「まか
せて会員」として子育て支援のお手伝いをしていただけるようお力添えとご協力をお願いしま
す。 

 

令和７年度事業実績と推移 

【活動内容と件数】 

【会員数の推移】 【援助件数の推移】 

 

蒲郡市ファミリー･サポート･センター 
〒443-0056 
蒲郡市神明町 22 番 28 号 
（がまごおり児童館内） 

電話・FAX （0533）65-9399 
Ｅ -mail: tasukaru＠city.gamagori.lg.jp 
業務時間 月、水～土曜日 AM9:00～PM5:00 
休 業 日  火、日曜日、祝日、年末年始 

「令和７年度第三回ファミリー・サポート・センター説明会・講習会  

【２月２２日（日）がまごおり児童館】 

                       

 

●ゴールデンウィーク期間中は、普段より 
もまかせて会員さんの都合がつきにくい 

 場合があります。早目の依頼をお願い 
します。 

 

 

 
 

 
ゴールデンウィーク中の 

援助について 

※ゴールデンウィークの 
４月 29 日(水)、 
５月 3 日（日）～６日（水）は、 
ファミリー・サポート・センター 
はお休みです。 

 

 

 

 

 

参加者

は 

講習会には 
5 名の方が 
参加してく 
れました。 

 

救急救命(AED)
の講習には、 
保育士 9 人。 
児童クラブ支援
員 5 人。講習会
参加者４人の 

計１8 名 

 

 
 

 

 

  
  

   

 

 

 
１名の方が
登録されま
した。 

 

 

1

2

2

4

9

15

24

28

36

42

48

55

65

90

293

714

0 100 200 300 400 500 600 700 800

児童クラブへの迎え

リフレッシュ

保育所・幼稚園の送迎

児童クラブのお迎え及び預かり

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり

保護者等の求職活動中の援助

保護者等の病気、その他急用の場合の援助

保育園・幼稚園の迎え

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助

保育所・幼稚園の迎え

産前産後の育児援助

保育所・学校等休み時の援助

放課後児童クラブへの送り

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

子供の習い事等の場合の援助

合計

2025年4月1日～2026年3月末日 活動内容と件数
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まかせて おねがい どっちも



 

 

                                   

 

                                 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                 
 

                                                        

 

                                                                                                                                        

 

 

               

              

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

☆身体的虐待  殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせ
る、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど 

 
☆性的虐待   こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせ

る、ポルノグラフィの被写体にするなど 
 
☆ネグレクト  家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中

に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど 
 
☆心理的虐待  言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目

の前で家族に対して暴力をふるう（ドメスティックバイオレンス：
DV）、きょうだいに虐待行為を行うなど 

令和８年度ファミリー・サポート・センター 
説明会・講習会日程は下記のとおりです。 

・第１回 R８年 6/2８(日)、 
・第２回 R８年 10/25(日) 
・第３回 R９年 2/2８(日) 

「シニア世代向け合同企業説明会」に参加 
2 月 6 日(金)  蒲郡市民会館 東ホール 

 

  

 

 

 

 

今回、8 名の方が 
ファミサポのブース 
に立ち寄り熱心に 
お話を聴いていた 

だきました。 

 

  ひとは生まれながらに「人としての尊厳や価値が守られ、幸せに生きるために必要な 
権利」（人権）を持っています。これは、何かと引換えに与えられるものではなく、ま 
た、何かをしないと取り上げられるものでもありません。でも、この権利が守られない 
多くのこどもたちがいるので、世界の国々の責任として、こどもの権利をしっかりと守 
っていくために、1989 年に国連総会において採択されたのが「こどもの権利条約」で 
す。日本も 1994 年にこの条約に入っています。 
 この条約では、18 歳未満の児童(こども）を「権利の主体」と位置づけ、大人と同じ 
ひとりの人間としての権利を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要よ 
うなこどもならではの権利も定められています。日本では、「こども基本法」の基本理
念にもなっています。 

こどもの権利条約って何？ 

                       

こどもの条約だから、 
大人には関係ないの？ 

条約には、こどもの権利だけでなく、こどもを育てる責任はまず両親（保護者）
にあり、国がそれを支援するということも書かれているんだよ。だから、大人も
この条約をよく理解して、こどもの権利をきちんと守れているか考える必要があ
るんだ。 

 
 

法務省ホームページ 
「よくわかる！ 
こどもの権利条約」より 

 

☆令和８年度 まかせて会員スキルアップ講座☆ 
『こどもの虐待について（こどもの人権）』

  ユニセフの活動の基盤である「こどもの権利条約」は、1989 年に国連で採択され 

すべてのこどもに基本的人権があることを国際的に保障するために定められた条約です。 

昨今、こどもの虐待が多くニュースで見ることが多くなりました。私たちファミサポ 

の援助においても、こどもに対して大きな声で注意したり、思わず手を出したりするこ 

とは虐待行為と見なされます。 今回、「こどもの人権」について勉強していただき、 

少しでもご理解を深めファミサポの援助をしていただくため、下記の日程で研修を行い 

ます。出来るだけ多くの方の参加をお願いします。      

※詳細が決定次第、別途案内を送付します。 

                記 

【日時】  令和８年６月２５日（木曜日）  午前１０時～１１時３０分 

【会場】  （仮）蒲郡市民会館 東ホール 

【内容】  （仮）「こどもの人権」       

【講師】  未定 

 

 

児童虐待の定義 

 

 

 
 

こどもたちが持つ 
４つの基本的な権利条約 

１.「生きる権利」  
２.「育つ権利」 
３.「守られる権利」 
４.「参加する権利」 
の４つが、こどもたちが持つ基本的な柱とされている。 

 

 


